
第1号被保険者の保険料徴収方法の見直し（特別徴収に係る対象者の  

捕捉回数の複数化について）  

5－9  

1．現行制度   
現在、年金保険者は、特別徴収の対象者を毎年4月1日現在にお  

ける年金の受給状態で判断し、市町村へ通知を行うこととされてお  

り（※）、その年の10月から翌年の8月までのサイクルで特別徴収  
が行われている。（特別徴収対象者か否かの捕捉は、年1回のみ）  

l一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■－－一■－■－】－－■■■‾‾‾‾●‾●‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾●‾‾「  

；※現行の仕組み  

l ① 年金保険者から4月1日時点の状況で特別徴収の対：                                                                                                           l  

象となりうる者を抽出し市町村に通知  

→② 

を 
l  

保険者に通知  
t  

毒 →③②の通知に基づき、年金保険者は10月（15日）分…  
の年金から特別徴収を行う  

1  

l  

－ －■■ ■一－－ ■ －－－ －■－－ － － － － －■－－ ■■－－■ －－ －－■－ －●－－－ － － －－一－ ■一 －■－－ －－－ －－－－－－－・－●－ －－－－－－ ■－■■■－■－－－■■ －■■－■ ■   

例えば、ある年の4月中旬に65歳に到達した場合、当該者が特  
別徴収対象者であることの捕捉は、翌年の4月1日まで行われない  
ため、結果的にその後10月まで約1年半も特別徴収されないこと  
となる。   

（現行：見直し前）  
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2．具体的な見直しの内容（平成18年10月施行）  

（1）見直しの概要  

現在年1回の対象者捕捉を年金の受給月に合わせ年6回とする。  

（見直し後）  

捕捉回数の拡大に伴い、より早期に特別徴収の対象となる  

保険料額確定  

＝普通徴収対象者に納付書を発送  

；－ は現行の年1回の捕捉  

；iは複数回化に伴い、新たに捕捉・特別徴収対象となるもの  

（2）捕捉対象者   

ア．捕捉対象者の具体的内容  

捕捉対象者は年金が年額18万円以上（※1）支払われる者  
で、次の①～③のいずれかに該当する者   

① 既に年金の支払いを受けており、65歳に到達した者   
② 65歳到達後、新たに年金の裁定が行われた者   
③ 住所変更を行った特別徴収対象者（※2）  
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l‾■‾‾‾‾‾‾‾■‾‾■‾■‾■‾‾‾‾■‾‾■‾‾■‾－‾●‾‘‾‾■‾‾‾‾■‾‾■‾▲一●‾‾■‾‾■－－‾‾‾‾■■■－■－■‾■‾‾■‾‾－－■－－■■■■■■■一一■●一一■－‘‾‾■－－－－－－■  

；（※1）年金額の判定  
f  

I 

l  

l  

年金年額18万円以上の有無については、捕捉以降翌年5月31日ま：  

宣 でに支払を受けるべき年金額の総酎年度の遡及分は含まない）を基礎…  

… に、年間受給相当額を算定のうえ、判定することとしている。（改正法：  

額の総額に  

＿．．＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◆＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿＿．＿－＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿．＿】  

l－‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‘‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一‾一－‾‾‾‾‾‾‾‾‘－一‾岬‘‾■‾一‾  

（※ 

．保険者に対して「住所変更届」を提  

1  出した者のうち、市町村コードが変更となる者のことをいい、これらの：  
l   

者については年度の途中においても捕捉対象とする。  
l   

このため、広域連合内で転居した場合については、保険者が変更され…  
l   

ないにもかかわらず「住所変更を行った者」として市町村へ通知される：  

ため、市町村において保険者変更の有無の確認が必要となる。   

なお、より詳細な取扱いについては、（別紙1）を参照。  
l  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－＿＿＿－－t  

l－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「  

k※3）年金の差止が解除された者等に関する取扱い  
； 年金の差止が解除された者、年金担保貸付の返済終了などにより年金；  

が支給される者については、年金保険者への事務負担等を考慮し、年度；  

途中における捕捉対象としない。（年次処理での捕捉対象とする。）  
l  

l   

ただし、こうした看であっても転居等により、年金保険者に対して「住；   

所変更届」を提出した者については、保険者の変更を契機として、年度：  
の途中においても捕捉対象とする。  

＿＿＿＿＿＿＿＿－■一一一－－－－－－－－－－－■－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－J  

イ．特別徴収対象者の通知  

4月1日における特別徴収対象者の通知（現行の通知）を複数   

回化し、全ての特別徴収対象者を毎回通知することは、市町村の   
事務負担を過大にするおそれがある。   

そのため、今回の見直しに伴い新規に行う年金保険者からの通   
知については、4月の捕捉以降、新たに特別徴収の対象となった   
量卿こととする。（毎年4月の年次処理につい   
ては、従来と同様に全ての特別徴収対象者を通知する。）   

各捕捉時期において、対象者がいない市町村に対しては、年金   

保険者（※）より「対象者なし」として通知される。  
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なお、施行後の初回となる平成18年度の10月捕捉について  

は、通常であれば6月捕捉、8月捕捉の対象となる期間において  

特別徴収対象者となる者を含めて、10月1日現在で住所を有す  

る市町村に年金保険者から通知されることとなる。（附則第14  

条）   

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

：（※）地方公務員等共済組合分については、全国的に対象件数も少ないこと  

； から、現行と同様に対象者がいない場合の通知を行わない。   
●■■■■■■■－－■●■－■－●■－■■■■■■■－一一一一・－－■－■－－－－－－－－－－－■－－－－・－■－●－■－－－－－●－■－－■一－－－－■■■■■－・・－－－■■■■■－■■■■■■■－－－－－．＿  

l‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾■－－●－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＿  

l ；（※）捕捉回数の複数化に伴う年金保険者との情報交換において、新たに追： t l  
；加となる通知コード等については、別紙3「コード仕様及び各種区分、：   

処理結果区分コード対応表について」を参照。  
－－－－■■－－■－■－■－●■■一一－－一一－－●－－－－－－－－－－－－－－■－■－－－一■一－■－－●－－－－－－■－■－－－－■■－一－■－  

（3）特別徴収の実施時期   

① 特別徴収の開始スケジュール  

現行の年次処理を目安として、周様の期間となるスケジュー  

ルを予定している。（各期の通知時期については、別途規定する  

予定）  

なお、点線の矢印については、市町村の判断により特別徴収  
の開始時期を待機した場合のスケジュールを表す。  
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②12月・2月からの特別徴収の開始に関する留意事項   

6月捕捉（12月特別徴収開始）、8月捕捉（2月特別徴収開始）   
については、既に当該年度分の保険料籠が確定し、普通徴収によ  

る納付書が発送されていることが考えられることから、市町村の  

判断により特別徴収の開始時期を4月まで待機することを可能と  

した。   

4月まで待機する場合、市町村は1月末まで（4月特別徴収開  
始スケジュール）に、通知を受けた全ての者（6月捕捉対象者＋  

8月捕捉対象者＋10月捕捉対象者）について、特別徴収実施の  
可否を収録し年金保険者に通知するものとする。   

なお、12月及び2月に特別徴収を開始する場合においては、  

普通徴収と特別徴収による二重徴収にならないよう十分留意する  

必要がある。  

（4）仮徴収から特別徴収が開始されることについて  

現行では前年度本徴収の対象者が仮徴収の対象者となっている   

が、今般の見直しにより、10月以外の年金支払月からも特別徴収   
が開始されることとなることから、前年度本徴収の対象とされてい   
なかった者についても、仮徴収の対象となる。   

仮徴収（4月・6月・8月）から特別徴収が開始される者、すな  
わち当該年度の保険料額が確定していない間に特別徴収対象とな  

る者については、年金から特別徴収を行う額について、前年度中の  
保険料段階等を参考に、仮徴収額の基準を設けることとする。  

．＿＿＿■＿ ＿ ＿＿＿＿＿．＿一 一－－－－ －－－■ ● －■■ ■ ■■－■■・－■■－一 －－・－－ －－－ －・－ －・t－・－ －・－・－ －－－ －－－－ －■－－ ■ ■－－ ■－■■■●■‘‾ ‾‘‾ －‾ －‾●● ‾－ ‾‾ ■■‾ ●1  

：（※）仮徴収から特別徴収が開始される者については、10月からの本徴収  

： により端数処理するなどの対応が必要となる。  

；（年金保険者のシステムでは、現行の月次処理でのインタフェースを活  
l  

：用することから、「各種金額欄」の「金額1」のみに徴収金額を収録す I  

≡ る仕様となる。）  
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿－－－－－●－■■－一■－■－●－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－一一J  
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（5）特別徴収対象年金給付が2以上ある場合の取扱い   

① 既に特別徴収を行われている者について、新たに優先順位が上   
位となる年金給付の裁定を受ける場合、年次処理において新たに   
捕捉の対象となり特別徴収が行われるまでの間は、事務負担等を   
考慮し、特別徴収対象年金給付を変更しないものとする。   

＜優先順位はA年金よりB年金が上位のケース＞  

※ 太線の矢印は特別徴収を実施している年金、点線の矢印は受給中の年金で   

特別徴収を実施していないものを表す。   

② また、複数の年金の受給権がある者について、年金種類の選択   

替え等により女給停止となり特別徴収ができなくなった場合に   

おいても、年次処理において新たに捕捉の対象となり特別徴収が   

行われるまでの間は、特別徴収対象年金給付を変更しない。なお、   

｛の間は普通徴収により保険料を徴収するものとする。  

※ 太線の矢印は特別徴収を実施している年金、細い破線の矢印は年金の受給   

権を有しているが支給停止中のもの、点線の矢印は受給中の年金で特別徴収   

を実施していないものを表す。  
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